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地域社会研究第３０号

第１節熟慮(Deliberation)と

クジ(Sortition)の民主主義

民主主義の新しい潮流

_旦_?

鐸髪Ｉへ
一
一
一

三
一

一
一

一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一

一
一

一
一
一
一

廷N曽爾一

現在、地球を覆っている政治的雰囲気は、排外

的ナショナリズムである。ＥＵ各国の選挙でも、

反移民を主張する右翼政党が伸長している。ま

た、トランプ大統領の出現、ブレグジットも同様

であり、ロシア、中国、トルコ、インドなどでも

同じ傾向を見ることができる。各国のこうした現

象は、それぞれの主張・内容は異なって見える

が、逆に見ると、グローバル化に伴って起きてい

る共通現象とも言える。

まず、移民、難民に対する苛立ちから「我々」

意識が高揚し、排外的ナショナリズムに結びつい

ている。次に、グローバル市場は、各国の中間層

に打撃を与え、危機感を増大させている。アメリ

カのラスト．ベルトは典型的である。最後に、複

雑化したシステムに対する不信．‘懐疑である。既

存の政党．官僚組織はエリート利権化している、

と多くの国民が感じている。

こうした不満の上に、国民は、打破してくれる

「ヒーロー」を待望している。その典型がトラン

プ大統領なのであろう。しかし、日本では報道さ

れることがほとんどないが、混迷する既成の民主

主義を刷新しようとする、新しい民主主義の潮流

が各国で現れている。これは、ミニ・パブリック

スによる新しい民主主義回路を作ろうという動向

である。本稿では、いくつかの資料に基づきなが

ら、こうした動きを素描したい。
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最近は、自由選挙に基づく代表制民主主義に対

して、選出された政治家は、「我々の代表ではな

い」という主張も盛んになってきた。こうした批

判は、何も新しいものではなく、ルソーが「イギ

リス国民は、選挙の時だけ主権者で、それ以降は

奴隷である」と批判したことにも端的に表現され

ている。

そこで最近は、選挙による代表者選出ではな

く、クジ、つまり、無作為抽出による代表者選出

1鯉-1聖L型

民主主義理論の中で、1990年代から「熟議（討

議）民主主義」が言われてきた。これは、票を集

め、多数によって決定しようと考える集計民主主

義に対して、決定過程における熟議こそが民主主

義の核心であるという主張である。否決された側

がなぜその決定に従うのか、を考えた時、決定過

程において根拠を示しながら熟議すること、その

決定が暫定的なもので、さらなる熟議が継続され

るなら、次は、別な決定があり得ると信頼するか

らである。

しかし、熟議は誰が、どのようにすれば実現で

きるのか、をめぐっては多様な意見がある。ま

た、人間は果たして「合理的」なのか、理性的討

議自体が、実は、排除を生むのではないか、など

様々な批判もある。

､函_塾壷
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を制度化すべきであると強く主張する人々が現れ

ている。無作為抽出であれば、母集団と類似した

人々、つまり、‘性別、学歴、ジェンダー、所得・

富など社会全体の縮小とも呼べる「我われ」が代

表になると考える。選挙、投票において、私たち

は自由な一票を投ずることができるが、立候補者

は特定の人々であり、選挙・投票自体が、投資す

る資金やキャンペーンの方法によって大きく左右

されることは明らかであるからだ。その点、無作

為で選ばれた一般市民は、選出母体の個別利益や

再選を意識することもなく、利害からより自由で

あると、主張する。

上記の２つを合わせたものとして、ミニ・パブ

リックスの手法がある。その代表的手法として、

プラーヌンクスツェレ、市民陪審、コンセンサス

会議、討論型世論調査が挙げられる。参加市民の

選出方法、情報提供、討議の仕方、規模などには

いくつかの差異があるが、無作為抽出の採用、情

報提供と十分な討議、などは共通している。

日本でも、ミニ・パブリックスが研究され、実

践されてきたが、筆者は、坂野達郎教授（東京工

業大学)、田村哲樹教授(名古屋大学）とともに、

2015年、日本ミニ・パブリックス研究フォーラム

を設立し、年１回の研究フォーラムを開催してき

た。

そして、2018年１月、マドリッドでデモクラ

シーＲ＆Ｄの設立会議が開催され、ミニ・パブ

リックスの世界的ネットワークが結成された。デ

モクラシーＲ＆Ｄについては後述するが、日本ミ

ニ・パブリックス研究フオーラムも創設メンバー

となった。アジアから唯一の参加団体である。

第２節新しい民主主義の潮流

フ〕【可ｌＵＩｌＩ

2010年の総選挙後、ベルギーでは541日間、フ

ランス語圏、オランダ語圏の政党が連立できず、

政府ができなかった。そこで、作家であるDavid

VanReybrouckとジャーナリストPaulHermant

が呼びかけ、大規模な市民討議の場が作られた。

これが、GlOOOと呼ばれるものである。

GlOOOは、以下に述べる３段階の市民参加で構

成された。

①インターネット・コンサルテーション：イン

ターネットでテーマを募集。また、他の提案

に投票し、加筆することも可能であった。

6,000人以上の市民が参加し、2,000以上の提

案が集まった。そこで、２５に分類した上で、

2011年１０月にインターネットでランダムにス

クリーンで公開され、投票が行われた。その

結果、「社会保障｣、「経済危機における豊か

さ｣、「移民」の３テーマが選ばれた。

②市民サミット：無作為抽出と対象別に選ばれ

た1,000人が首都ブリュッセルに集まり、上

記の３つのテーについて１日討議をした。参

加者はランダムに10人がファシリテータとと

もに同じテーブルに座き、アイデアを出し

た。同時に、各地域で自薦の参加者が集って

議論するＧオフとインターネット上で討論

するＧオンも行われた。

③市民パネル:GlOOO､Ｇオン、Ｇオフの希望者

491名の中から、性別､言語､地域､年齢を考

慮し無作為で選ばれた32人が、３回の週末、

熟議し市民提案を合意した。市民陪審や計画

細胞会議のように実施したと言われるが､ベ

ルギーの市民パネルではもっと自由であった

という。つまり、何をしたいか､誰に聞きた

いかなどを参加者が決めることができた。

この項の記述は主に､'､TheMacroPoliticalUptakeoftheGlOOOinBelgium，，(MinReuchamps,JaneSuiter(edi.)(2016)，
"constitutionaldeliberativedemocracyinEurope，'，所収、Ｐ53~73）に基づく。
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こうしたベルギーのGlOOOに関し、３つの側面

から正統‘性についてCaluwaertsとReuchamps

は以下のように述べている。

①インプットの正統性：参加者は、無作為抽出

され、また、ジェンダー、地域、言語を考慮

して割当られた。また、ホームレスなど参加

機会を通常持たない人々のために10％を充て

た。そのため、ベルギー社会の多様性を配慮

したものとして高い評価を得る。討議する

テーマも市民の声を生かして設定された。こ

れは、GlOOOが政府からの委託事業などでは

なく、市民が主体的に取り組んだためである。

②プロセスの正統性：ファシリテータとしての

プロ的スキルを持つボランティアによって実

施された。市民サミットでは、２人の研究者

が３つのテーマについて解説した。プロセス

を観察した者は、その説明は十分多様ではな

かったが、その影響は少なかったと評価して

いる。市民パネルでは、情報提供した専門家

は参加者が望む人たちであった。週末を利用

したパネルであったが、そのプロセスの正統

‘性は低かった。しかし、参加者自体の評価は

高かった。市民パネルでは、市民提案を参加

者自身が作った。結論的には、３段階の参加

におけるプロセスの正統性は高かったと評価

している。

③アウトプットの正統性：GlOOOは市民主導の

イベントであったため、こうしたミニ・パブ

リックスが政策決定に及ぼす影響は限られて

いる。そこでは、より広範な公共圏、代表制

民主主義の諸機関、政治決定との関係が重要

であるが、まず、メディアに対する影響をみ

ると、2016月１０日（GlOOOが着手された時）

から2011年11月１０日（市民サミット開催）ま

では多く取り上げられたが、それから2012年

１１月１０日（市民パネル終了）時では、市民パ

ネルについての報道はほとんどなかった。と

いうのは、2011年12月、ようやく連立政権が

発足したので、メディアの関心が移ったため

地域社会研究第30号◆

と思われる。2012年１１月11日、市民パネルの

提案を報告した。GlOOOは、政権が成立しな

い中、既存の政治についての代替とも思わ

れ、興味を引いた。

次に、公衆への影響を見ると、GlOOOが広

く認められ、プロセスや結果に対して多くの

賛同が得られた。その結果、各政党は、ス

ローガンにGlOOOが取り入れ始めた。また、

自治体レベルや近隣の国々に広がり、影響を

与えている。

アイルランドで実施された憲法改正のための市

民会議（CitizenAssembly）は、国境を超えて大

きく注目され、その後も多くの国々に影響を与え

ている。これは、2011年の総選挙で政権についた

２政党の妥協から成立したものであった。つま

り、総選挙の折、政党は市民志向の熟議的フォー

ラムを実施することを主張したためである。この

背景には、ブリティッシュ・コロンビア州の影響

があったという。2012年12月、アイルランド政府

は、憲法制定のための市民会議を設置し、2013年

１月26日、２７日に第１回会議を開始した。

無作為抽出の市民と国会議員の混合

まず、参加者であるが、１００人のメンバー中、

66人は無作為抽出された一般市民であり、３３人が

国会議員であり、また、議長は国際的慈善団体の

前会長が務めた。一般市民は、ジェンダー、年

齢、地域、教育、社会経済的地位において社会を

基本的に代表していたが、技術的理由や限られた

人数などのために、ホームレスや新国民、外国人

などは含まれていない。参加者には、交通費、滞

在費用、食費は支給されたが、予算が少なく、謝

礼は支払われていない。国会議員の選び方はそれ

ぞれで、２政党を除き、他の北アイルランドの政

党からも参加した。参加人数は議席数に応じて配

分されたものである。

２この項の記述は主に、．‘ThelrishConstitutionalConvention:ACaseofHighLegitimacy'？”(MinReuchamps,JaneSuiter

（edi.)(2016),"constitutionaldeliberativedemocracyinEurope',所収、pp31~51）に基づく。
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市民会議のテーマ

2012年７月、アイルランド議会は下記の９項目

における検討を会議に付託した。

・大統領任期を５年に縮小すること

・１７歳に選挙権を引き下げること

・下院の投票制度の吟味

・大統領選挙における大使館での投票

・同性婚の許可

・女‘性の公職登用の促進

・女性の政治参加

・不敬罪を憲法から削除

・その他憲法改正で重要と思われること

この中には、任期など技術的なものから、同‘性

婚など各政党ではなかなか妥協できない事項まで

含んでいる。しかし、課題が制限されすぎている

という批判もあったが、市民会議では課題を拡大

し、４０項目について議論した。また、諮問された

問いについても自由に結果を出している。例え

ば、選挙権は１６歳に引き下げる、大統領任期は７

年のままだが、市民の関与を強めるなどである。

会議に並行して７地域で集会が開催され、計

１０００人の市民が参加した。800の提案を受け、３０

のトピックにまとめられ、その後、４人の政治学

者と１人の法律家で構成されるサポートグループ

によって整理されたのちに投票された。

情報提供

それぞれの専門家や運営上のスタッフのサポー

トを受けた。プログラムや情報提供についても変

更することが可能であった。５０％以上の参加者

は、こうしたサポーターについてあまり評価して

いない。異なった立場を説明する専門家やサポー

ターはボランティアであったため、十分ではない

と感じた。例えば、同性婚の議論では、それを支

持するグループとカソリック教会の意見を代理し

たが、会議費用が90万ユーロと制限されていたた

め、十分ではなかった。また、専門家の意見に偏

りがあったと22％の参加者が回答している。

議員の参加については、当初危倶があったが、

議員は話し合いを支配するのではなく、参加者の

発言を促し、最終的に、一般市民の75％が議員の

参加が会議に良かったと回答している。

?_且

市民会議のプロセス

会議は、およそ１ヶ月に１回、週末（土曜日丸

１日、日曜日の午前中）に開催された。最後に、

それぞれの提案について投票が行われた。全体会

以外は政治家と市民が混在した８人の少人数での

グループ討議である。政治家は各グループに２，

３人が参加した。ファシリテータと記録係がつ

き、特定の参加者が会話を支配する場合、旗を揚

げ注意を促した。８人は、グループ討議ごとにメ

ンバーチェンジをした。

１０のテーマについて８回の週末会議であったた

め、過密なタイムテーブルであった。特に、議会

改革については、議員と一般市民の情報差は１週

末で埋めることはできなかった。しかし、７２％の

政治家、６２％の一般市民は十分な時間だったと回

答した。最終アンケートでは、約85％の参加者

は、自由に意見が言えた、また、２５％の人々のみ

が意見変容しなかったと回答している。

土曜日の討議後、学術グループが整理し素案化

したものについて、日曜日の午前中に投票が行わ

れ決定した。週末の会議の進行は以下の通りで

あった。

・全体会で15分の説明と質疑応答専門家は会議

前に情報の文書を提供する

・小グループ討議

・全体会で各グループから報告を受ける

・更なるグループ討議、フィードバック、全体会

での討議

・投票項目の同意

・秘密投票

アイルランドでは、労働組合、市民団体、経済

団体、農業団体等が協力的に参加するのが普通で

あった。この伝統が市民会議でも生かされてい

る。つまり、政治家と一般市民の熟議や利益団体

の情報提供等である。参加した国会議員は秘密投

票の際、党の拘束を離れ、また、総会での討論も

自由であった。党の方向に引っ張ろうとすると幅

広い抵抗を受けていた。

市民会議後の動き

参加者の１００％は無駄ではなかった、７９％は良

い討論ができたと評価した。憲法会議の報告後、



４ケ月以内に政府はその結果に対して回答した。

無視できなかったのは、この会議に国会議員も参

加したことである。下院での議論では、会議に参

加した５人の議員が同僚１００人を前に話し鼓舞し

た。２人は憲法会議で意見が変わったことを伝え

た。また１人の参加議員はラジオのトークショウ

で、会議のプロセスと提案を擁護し戦った。２０１５

年の国民投票では憲法会議の提案をメディアは取

り上げた。世論調査でも、国民が改正案位賛成し

た理由として憲法会議を挙げている。

４０の改正項目の中で、１８項目は国民投票にかけ

られる必要があったが、2015年５月22日、同‘性婚

の認可は62％の賛成で可決された。大統領候補の

年齢下げは否決された。また、中絶に関する、無

作為抽出の一般市民による市民会議が継続的に開

催され、その結果、2018年に憲法改正されてい

る。

カソリックの国であるアイルランドで、同‘性

婚、妊娠中絶が憲法改正で認められるようになっ

た、ということはとても衝撃的である。こうした

テーマは、政党選挙に基づく代表制ではなかなか

取り組めない。この難問を、無作為抽出された一

般市民が、利害から離れて討議することで実現で

きたことは大変意義深い。また、この事例の特徴

は、国会議員が参加していることである。ミニ・

パブリックスのこれまでの原則では、議員の参加

は認められていない。しかし、党議拘束を外し、

一般市民に混じって自由に討議した結果、従来の

意見を変え、その後の政治決定にも良い影響を与

えている様子は、注目に値する。小さな事例では

あるが、愛媛県伊予市で毎年行われている市民討

議会でも、議員、行政職員は排除されていない。

こうした点については、今後の研究が期待される

ところである。

１１職
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ＥＵプロジェクト「ヨーロッパ
の将来に関するヨーロッパ・

市民パネル｣３

ＥＵ初のミニ・パブリックス

ＥＵにおける「民主主義の赤字」は言われて久

しい。イギリスにおけるブレグジットは、その結

果である。ＥＵ委員会も危機感を持ち、この赤字

を埋める方法を真剣に模索し始めている。昨年行

われた市民パネルは、ＥＵ委員会．経済社会委員

会が主催したものであり、ＥＵ主催のミニ・パブ

リックスは初めてであった。開催に大きく寄与し

たのは、フランスのマクロン大統領である。後述

するデモクラシーＲ＆Ｄの設立メンバーであるミ

シオン．プブリークが、民主主義協会とともに、

イベントの計画と運営を担当した。テーマは、

ＥＵ市民が誰でも参加できる、「ヨーロッパの将

来」に関するオンライン世論調査の質問項目を作

ることであった。つまり、全てのＥＵ市民の関心

に合致し、オンラインでの質問を導く12の公開．

非公開の質問の準備である。「ＥＵとは何か｣、

「何をするのか」を市民に具体的に考えてもらう

ために、加盟国27カ国の市民を包摂し、国家を超

えた対話を試みることが目的とされた。

プログラム

市民パネルは、2018年５月４日から５月６日に

ブリュッセルで実施された。そのプログラムは以

下の通りであった。オンライン調査は、2018年５

月から１年間をかけて行う予定である。

５月４日（金）参加者到着レセプション

５月５日（土）

８：４５～９：３０受付

９：３０～１２：３０質問票の主要トピックを一緒に

理解する。最初は全体会で、その後小グループで

話し合う。自分たちのＥＵに関する関心を加える

ことで、ヨーロッパ市民の多様な背景を共に考え

る。

３この項の記述は主に､，'EuropeanCitizens･PanelonthefutureofEuropeEvaluationReport",に基づく。

_里?
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１２：３０～１４：００昼食

１４：００～１７：３０それぞれの作業グループで３つ

のテーマを選択し、全体会で紹介する。全ての参

加者は、質問票にいれる１２のテーマに対して投票

する。

１９：００～２１：００夕食

５月６日（日）

８：１５～９：００受付

９：００～１３：００参加者は提案された質問項目案

について承認、または変更する。最初は小グルー

プ内で、その後、全体会で話し合う。参加者は１２

の質問項目に投票。

評価

ドイツのベルテルスマン財団は、事前に準備さ

れた質問、自由回答の質問、観察という３つの角

度から市民パネルを評価し、報告書を出してい

る。その概要を紹介したい。

、最初のヨーロッパ市民パネルに対して、参加者

の85％以上が、“とても良い”‘‘良い'’と評価。

．８５％以上の参加者は、市民パネルの開催はＥＵ

の理解に対して良い影響を与えたと評価し、圧

倒的多数は、家族、友人に勧めたいという。

・文化的多様性は貴重であり、言語は主要な障害

ではないと回答。

、８０％の参加者は、市民パネルの結果に対して、

“満足している"、“とても満足している，，と回

答。

その結果として、ベルテルスマン財団は、５つ

の結論を下記のようにまとめている。

①ＥＵとＥＵ市民のより良いコミュニケーショ

ンのためには、さらなる市民参加が必要。今

回の市民パネルは、ＥＵレベルでの熟議民主

主義の成功を示している。つまり、市民パネ

ルの討議を通して、ＥＵ市民意識が醸成され

たと言える。ＥＵ諸機関は、ＥＵを横断する

市民の集中的討議と反省から、ＥＵの世論を

見出すことができた。これで、ＥＵの根本的

問題を解決するわけではないが、市民とＥＵ

を結ぶ一つの道を示した。

②無作為抽出の市民が参加するのは初めてで

あったため、参加者は市民パネルについて初

T-L

め知らなかった。ＥＵ市民が参加に関する知

識を持ち、その期待をきちんとマネジメント

することが成功の鍵となる。

③市民参加の革新的方法がヨーロッパの民主主

義を強化する。その方法は既存の諸機関で行

われるべきである。こうした対話的手法につ

いて、ＥＵ関係者やＥＵ市民はもっと教育さ

れるべきである。

④対話をベースにした市民参加の最適な手法を

見出すべきである。アイルランドの市民会議

や市民陪審のように、各国では既成の機関と

直接結合する形で実践されてきている。生き

生きとした多様な民主主義は、代表制民主主

義、直接民主主義と共に、新しい対話的手法

と諸行政機関が結合することで成功できる。

こうしたデモクラシーは、既存のデモクラ

シーの代替物ではなく、付加されるものであ

る。ミニ・パブリックスの手法は、複雑な技

術や社会、倫理問題にも活用されてきた。

ＥＵのどのような課題、状況で実施すべきか

を注意深く検討すべきである。

⑤対話をベースにした市民参加の方法は、多く

の市民や機関が直接に体験することで、信頼

されるようになる。そのため時間がかかり、

ＥＵ市民も政治エリートも共に忍耐が必要で

ある。

第Ｂ節デモクラシーＲ＆Ｄ

既に述べたように、2018年１月、スペイン・マ

ドリッドでデモクラシーＲ＆Ｄの設立総会が開催

された。日本ミニ・パブリックス研究フオーラム

からも竹内綾乃氏（東邦大学）と坂井亮太氏（早

稲田大学）の２名が参加した。その後、メール等

のやり取りを踏まえ、次のような設立趣意書がで

きた。

デモクラシーＲ＆Ｄは、一般市民が、現在の制度

では決定が難しい重要な公的決定に関わる民主主



義を構想します。社会を代表する一般市民が、操

作されることなく、情報提供を受け自由に熟議す

るプロセスを通して実現されます。

私たちの原則：

・無作為抽出により、参加者（一般市民）を集め

ます。

・熟議を促します。情報を得た決定をするため

に、十分な時間と情報を与えます。

・私たちは党派性を持たず、民主的イノベーショ

ンの他は、政策的立場を取りません。

一緒に活動する理由：

・世界的に意義のある試みや計画を実施するた

め、組織間の連携を図ります。

・単独では難しいことに対して、互いに協力しま

す。

・デモクラシーの改善にもっと貢献します。

我々の戦略：

・知識、経験、関係者をシェアします。

・各国、世界で直面している民主主義に対する脅

威を認識します。

・これらの問題を解決するため実現可能な提案を

します。

．様々なプロジェクトのうち将来‘性のあるものを

見極めます。

・政策決定者や公衆からの支持を得ます。

．様々な提案を試験し、評価、改良し、その上

で、現行の民主主義の制度として実現します。

・提案や結果を出版し、世界的に周知します。

塵，_皿迩
加盟団体としてホームページに掲載されている

（2019年３月７日現在）のは、以下の25団体（１５

か国、ｌ地域）である。ドイツのベルテルスマン

財団のように、数百名を超えるスタッフを抱える

組織もあれば、数名の活動団体や日本ミニ・パブ

リックス研究フオーラムのように、個人によって

構成されるネットワークなど多彩である。ただ、

各国で研究し、実践するキーパーソンを含んでい

地域社会研究第30号◆

るため、後述するように、社会的影響力は大き

いｏ

ヨーロッパ：

ベルギー：GlOOO、ＰＡＲＴＩＣＩＴＩＺ

デンマーク：TheDanishBoardofTechnology

Foundation

フランス：MissionsPubliques

ドイツ：ＮＥＸＵＳ、BertelsmannStiftung

オランダ：GlOOO.、ｕ

ポルトガル：F6rumCidadaos

スペイン：ParticipaLab

英国：Citizens'Juriesci.c、TheSortitionFoun‐

dation、ＴｈｅＲＳＡ、Involve

スイス：GenerationNomination

ＥＵ:TheECICampaign、TheDemocraticSoci‐

ety（Demsoc）

アメリカ大陸：

ボリビア：DemocracylnPractice

ブラジル：DeliberaBrazil

カナダ：ＭＡＳＳＬＢＰ

合衆国：HealthyDemocracy、JeffersonCenter、

PolicyJury

アジア、オセアニア：

オーストラリア：EmpoweringParticipation，The

newDemocracyFoudation

日本：日本ミニ・パブリックス研究フォーラム

刀仁巨星

ネットワーク設立と運営において、デイヴイッ

ト・シェクター（DavidSchecter）氏が重要な役

割を果たしてきた。同氏はオーストラリアの

ニューデモクラシー財団のメンバーに一応属して

いるが、アメリカ・サンフランシスコに居住し、

主に、インターネットを通して精力的にコーディ

ネートしている。同財団のリン・カールソン教授

や市民陪審の考案者であるネッド・クロスビー博

士との交流のなかで、世界的ネットワークを作る

ことに携わってきた。彼は、そういう意味で、デ

-垣?
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モクラシーＲ＆Ｄの創立者の一人というべき人物

である。日本ミニ・パブリックス研究フォーラム

も同氏を2017年12月に招待し、第３回フォーラム

で講演していただいた。

デモクラシーＲ＆Ｄは、年１回、総会を開催す

ることになっている。その総会で基本事項を確認

しながら、主には、インターネットにおける会議

を月１回開催し、運営している。日本からは、竹

内綾乃氏が参加している。また、テーマ別に分科

会を作り、議論を重ねている。主だった分科会

は、民主主義の改革に関する会、ミニ・パブリッ

クスの評価に関する会などである。

今年１月17日、１８日の両日、パリにてデモクラ

シーＲ＆Ｄの第２回総会が開催された。日本から

は、共同代表を務める坂野達郎教授と筆者、ま

た、昨年に引き続き、竹内綾乃氏、坂井亮太氏の

４名が参加した。その前日である１月16日は、

ＥＵ委員会フランス事務所を訪問し、ＥＵでのミ

ニ・パブリックス（市民パネル）の報告を受け、

関係者と話し合った。

ＥＵ委員会フランス事務所を訪問

先に述べたＥＵにおける市民パネルは、2017年

９月26日、ソルボンヌ大学でマクロン大統領が提

案したことに始まる。ヨーロッパ各地、各国で広

範な市民が参加して、ＥＵについて討論すること

を呼びかけたものである。そのために、ヨーロッ

パ市民コンサルテーションのための事務局が設置

され、各地での市民討論をサポートする委員会が

その元におかれた。しかし、実施においては、統

一的な市民参加手法を取らずに、異なったモデル

を示すものの、その方法、運営は実施主体に任せ

られた。あくまでもボトム・アップで実行された

ものである。

フランスでは、全土で1,082もの市民集会が実

施され、参加者は７万人を超えた。パリとパリ周

辺が多かったとはいえ、２万人以下の地方自治体

でも実施され、その割合は全体の54％であった。

?_ｌＬ

各地の実施主体は、政党、市民団体、労働組合な

ど自由であったという。９７県30地域、400自治体

で実施され、海外のフランス大使館でも実施され

た。

取り上げられたテーマは、環境、健康、農業、

経済、社会保障、教育、研究、文化、シテイズン

シップ、機関、コミュニケーション、安全保障、

世界におけるヨーロッパ、ＥＵの将来など多岐に

及んだ。その中で、ＥＵ改革のためには市民が

もっと関与することが話し合われたという。

ＥＵ全体を見ると、フランスでは盛んに実施さ

れたが、ドイツではあまり活発ではなかった。イ

タリア、ハンガリーなどでは実施されていない、

という。ＥＵ主催初のミニ・パブリックスとして

大変意義深いが、参加者と非参加者のギャップが

大きいと述べている。

会議の参加者

第２回総会が開催された場所は、ナチス・ドイ

ツの占領下で戦い死んだ人物に因んだ建物で、労

働組合、市民活動の拠点となっている会場であっ

た。今回参加したのは、加盟団体のメンバーが３０

名、加えて、メンバーではないが、招待個人参加

者が１０名であった。その中に、ミニ・パブリック

スの名付け親であるグレイハム・スミス教授も含

まれている。また、２日目のフランス政府関係者

との「大国民討論」に関する話し合いでは、その

他多くの人々が参加した。

会議１日目

９：３０に開始されたが、まず、ホスト団体であ

るミシオン・プブリークの代表が挨拶し、続いて

シェクター氏が、現在進行しているいくつかの共

同プロジェクトやマドリッドなどで進む制度化の

動向を紹介した。また、ミニ・パブリックスの評

価に関する共同作業、Ｗｅｂの更新などが進み、

月１回の運営会議には12人が参加していると話し

た。その後、筆者の長年の友人でもあるミシオ

ン・プブリークのアントワン・ヴェルニュ博士が

司会を担当した。参加者は自己紹介をしたが、そ

の多彩な顔ぶれに感銘を受けた。

休憩後１１：２０から、最近の展開について話し合



われた。制度化の進展、市民会議（CitizenAs‐

sembly）の実施、アドホックな形ではあるが、

多くのミニ・パブリックが各地で実施されている

ことが報告された。また、熟議民主主義に対して

考慮すべきこととして、まず、無作為抽出の方法

やその意義を知らせること、地方での参加者が少

ない（フランスでは30％くらい）こと、経費がか

かることなどが述べられた。続いて、ミニ・パブ

リックスは少数であるため、人々の賛同が必要で

あること、評価が重要で、そのためのエビデン

ス、研究者との協働が大切であることが確認され

た。多くの人々に広めるためにビデオ（６分間）

などを制作し、参加者の様子を社会に伝えること

なども話し合われた。

昼食後１３：３０からテーマ別の分科会が開かれ、

筆者はデモクラシーＲ＆Ｄのメンバーシップにつ

いての議論に参加した。グレイハム・スミス教授

が、「多くの研究者は参加してデータを取るだけ」

と発言したことは大変興味深かった。しかし、彼

を含め参加したメンバーは、なんらかの形で個人

加盟も可能にすべきであると考え、その承認方法

について議論した。その一つのアイディアは、現

在、団体加盟しているメンバーの推薦が必要とい

うことである。筆者は、アジアからのメンバーを

増やす意味でも、なんらかの個人参加を認めるこ

とが必要であると述べた。韓国、台湾などでは、

実践的取り組みをしている研究者も多くいるから

である。

分科会後行われた全体会での報告と話し合いの

概要は以下の通りであった。

①コミュニケーション：使用言語、フアシリ

テーション、ビデオの活用。

②加盟団体が共に学ぶ：研究者と実践者の協

働。予算、参加者、プロジェクトを相互に紹

介。トピックごとに参加団体を募る。

③メンバーシップ：拡大すべきか。その場合、

現メンバーの推薦が必要。大きくすることの

危′倶もある。他方、多様性が重要。アフリカ

からの参加も考えるべきである。

④民主的改革：各国でどう実現するか。研究成

果と一般市民の関係。しかし、デモクラシー

Ｒ＆Ｄ自身は目標を共有する社会運動体では
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なく、あくまでもネットワークであることを

確認した。

全体での議論の後、１５：４５から明日朝のフラン

ス政府の関係者との会合について数名が代表して

質問をすることを決定した。また、ネットワーク

のＷｅｂ制作について説明があり、年１回の総会

でチェックすること、２ケ月に１回、インター

ネット会議を通して運営することが決まった。

会議２日目

午前中、「大国民討論」を担当するフランス政

府関係者と非公式の会合を開いた。デモクラシー

Ｒ＆Ｄのメンバーは、ミニ・パブリックスの実践

や研究において各国を代表する人々である。その

視点からすると、６月のＥＵ議会選挙前に実施さ

れる「大国民討論」の趣旨は高く評価できるが、

かなりの無理があるという指摘が多かった。

例えば、オーストリアでは放射能廃棄物につい

てCitizenAssemblyを開催し、５０人の無作為抽

出市民が参加したが、３回の週末で計６日間討議

を行っている。しかし、出席した政府関係者自身

はそのことを理解しているが、マクロン大統領の

決断であるため、その制限下でやらざるを得ない

と述べている。

また、イギリスで長年、国会議員を務めてきた

グレイハム・アレン氏は、期限の迫っているブレ

グジットについてではなく、2018年から2020年に

かけて市民討議を実施しようとしている、と彼の

主導するプロジェクトを説明した。というのは、

実のある市民参加・市民討議を実施するには周到

な計画が必要であるからだと力説した。フランス

政府関係者は、「大国民討論」を各地域でまず多

く実施する。また、インターネットにＱ＆Ａを掲

載する。１８のリージョンで無作為抽出市民の討議

会（２週末に）を実施し、加えて、若者だけの討

議会も１回実施する、という計画の概要を説明し

た。マクロン大統領は、国民からの具体的提案を

望んでいるとのことであった。

午後、昨日の続きの議題や新たに提案された課

題についてさらに話し合った。政治家や経済人と

の対話についても各団体の経験について意見交換

した。例えば、NEXUSでは、３０人くらいの政治

－１ZT
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家、企業家を招いて、２日間のワークシヨップを

開催した。場所はベルリンから少し離れたところ

に設定し、散歩をしながら参加者が自然に話す工

夫をしたという。また、ベルテルスマン財団で

も、元政治家のワークショップを開催した。

総会の終了に当たって、来年の会場について、

トロント、マンチェスター、ベルリンが立候補

し、僅差でベルリンが選ばれた。しかし、ベルリ

ンとマンチェスターが話し合い、最終決定するこ

とになった。

第４節新しい時代の始まり

パリ会議が終わり帰国すると、デモクラシーＲ

＆Ｄのメーリングリストに新しいニュースが飛び

込んできた。つまり、マドリッド市と東ベルギー

地方におけるミニ・パブリックスの制度化であ

る。制度化は、既にアメリカ・コロラド州などの

州民投票前の市民陪審の実施など、進んできてい

るが、この数ケ月、その動きは拡大している。

マドリッド市における無作為抽出市民の会議

マドリッド市議会は、今年１月29日に、市政監

視委員会の設置に関するプレスリリースを出して

いる。無作為に選ばれた市民による常設の監視委

員会であり、任期は１年である。市議会で決定さ

れた事項について、監視委員会は、チェックし改

善案を出すことやその提案を住民投票に付すこと

もできる権限を持つ。年に少なくとも８回（土曜

日に開催）開かれ、委員には日当が支払われる。

委員となるべき市民を選ぶために、まず、２月

５日、無作為に選ばれたマドリッド市の3000世帯

に参加依頼状を送付した。３月１２日に、参加を受

諾した人々を対象に、性別、年齢、居住地を考慮

し、第２回の無作為抽出をし、委員を決定すると

いう。

こうした制度化の背景として、市議会は、カナ

ダ、オーストラリア、アイルランドの実践を取り

上げ、とりわけ、アイルランドの憲法制定の市民

会議とその後の動きなどについて言及している。

?_且

ベルギー・ドイツ語リージョン(東ベルギー地方）

における制度化

２月25日、ベルギーのドイツ語リージヨン

（Ostbelgien：東ベルギー)の議会は全会一致で、

無作為抽出された市民による市民会議を毎年、１

回から３回開催することを決定した。この背景と

概要を若干報告したい。

基本構造として、以下の２段階の組織が制度化

された。まず、市民協議会(Burgerrat)である。

市民会議に参加した人々から選ばれる24人によっ

て構成され、任期は１年半で１ケ月に１度開催さ

れる。ここでは、特定課題に対して市民会議を招

集し、規模、期間、‘情報提供、タイムスケジュー

ルなどを決め、実施後、そこで出される提言を議

会に提出する。

次は、住民から無作為に抽出された一般市民に

よる市民会議（Bdrgerversammlung）である。

メンバー選出においては、性別、年齢、学歴、居

住地が考慮される。最大50人で構成され、３ケ月

間に３度の週末をかけて実施される。参加は義務

ではないが、日当が支払われる。こうした２組織

の運営は予算化され、また、議会事務局が支援す

る。

この事例で大変興味深いのは、熟議民主主義に

関する専門家による提言に基づき制度化されたこ

とである。メンバーは、GlOOOの中心的人間、各

国の専門家であるが、この多くはデモクラシーＲ

＆Ｄに関係している。つまり、一地域の事例とい

うよりは、各国、各地で実践され、研究されてき

た成果が制度化された、ということである。

マクロン大統領の新しい挑戦

フランスでは、イエロー・ヴェストの運動が高

まり、今では、反マクロン大統領の運動となって

いる。地方の道端で炭素税についてドライバーが

話したことがきっかけであったという。それが、

格差問題や貧困問題に対する強い批判となり、大

統領不信に結びついている。

そのような中、マクロン大統領は、今年１月１３

日、フランス国民にメッセージを発し、選挙でも

なく国民投票でもなく、国民が直接話し合うこと

を呼びかけた。その中で、税と公的支出の問題、



行政組織の再編問題、環境問題とともに、民主主

義と市民のあるべき関係は何かを問っている。マ

クロンは、代表制民主主義は民主主義の根幹であ

るが、今日、市民は選出した代表を自分たちの代

表であると思えないと感じている。では、例え

ば、クジで選ばれた「代表」が政治決定に関与す

ることを望むのかと問い、市民からの提案を望ん

でいる。

マクロンのこの新しい挑戦は、今後どのように

展開するのか分からない。フランス政府は、ミシ

オン．プブリークに常設の無作為抽出市民会議の

提案も求めてきている。また３月４日、イギリス

のガーディアンに寄せられたメッセージの中でマ

クロン大統領は、ヨーロッパ各国で起こっている

ナショナリズムは、様々な問題の解決にはならな

い。ブレグジットの国民投票の時、離脱のために

主張された多くのことは現実的ではなかった。し

かし、ＥＵは憲章を改正する必要がある、と述べ

ている。そして、改正に当たって、市民パネルを

実施する必要があると主張している。

アイルランドの憲法制定会議、マドリッドやベ

ルギーのドイツ語リージョンに常設の無作為抽出

市民会議が設置されるようになったなど、底流で

確実に姿を現わしつつあるミニ．パブリックスと

既成の民主主義回路の接続は、今後も拡大し続け

るだろう。

本稿では、危機に陥っている自由民主主義の中

から、ミニ・パブリックスという新しい民主主義

の芽が出始めていることを報告した。熟議民主主

義は、理論的に幅広い射程を持っているが、ミ

ニ・パブリックスという具体的手法は、制度化し

やすい。もちろん、様々なミニ・パブリックスの

内容が統一されているわけではない。それは、自

由民主主義国の中での選挙制度、国民・住民投票

制度も多様であるのと同様である。

日本では、政権交代可能な政治を標傍した政治

改革が頓挫したように見える政治状況の中で、こ

うした動向はあまり注目されていない。学問的に

は、「熟議民主主義｣についての研究も下火になっ
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ているかのようである。研究は、常に新しくなく

てはならないからであろうか。マス・メディアも

海外特派員の制度のためか、どうしても首都にお

ける取材が中心となるようで、こうした芽には注

目が少ないようである。

本稿は、既に述べたように、限られた資料を元

に、こうした動向をスケッチすることを目的に執

筆された。今後、本稿で取り上げられた事例につ

いても詳細な調査・研究が望まれる。
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